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２ 大気環境 

 
大気汚染に係る規制 

 大気汚染防止法により、①ばい煙発生施設、②特定粉じん発生施設、③一般粉じん発生施設、④特定施

設、⑤有害大気汚染物質、⑥特定粉じん排出等作業、⑦自動車排出ガス、⑧揮発性有機化合物発生施設、⑨

水銀排出施設、⑩要排出抑制施設に係る規制が定められています。 

 また、福井県公害防止条例により、①ばい煙特定施設、②炭化水素類特定施設に係る規制が定められて

います。 

 

（1）大気汚染防止法に係る規制基準 

表 2-1 大気汚染防止法による規制の概要 

 

 

① ばい煙発生施設に係る規制 

対象：一定規模以上の 32施設（施行令別表第 1） 

届出：設置（使用、変更）、氏名変更、使用廃止、承継 

基準：施設ごとの排出口における量または濃度基準 

   （硫黄酸化物：量規制、硫黄酸化物以外：濃度規制） 



45 

② 特定粉じん発生施設に係る規制 

  対象：石綿を含有する製品の製造施設 9 施設（施行令別表第 2の 2） 

届出：設置（使用、変更）、氏名変更、使用廃止、承継 

  基準：敷地境界線における濃度基準 

 

③ 一般粉じん発生施設に係る規制 

対象：一定規模以上の 5施設（施行令別表第 2） 

届出：設置（使用、変更）、氏名変更、使用廃止、承継 

  基準：施設ごとの構造、使用、管理基準 

 

④ 特定施設に係る規制 

対象：特定物質 28物質（施行令第 10 条）を発生する施設（法第 17 条） 

  義務：特定施設について故障、破損その他の事故が発生し、特定物質が大気中に多量に排出されたとき

は、応急措置、速やかな復旧と、その自己の状況の知事への通報 

 

⑤ 有害大気汚染物質に係る規制 

  対象：指定物質排出施設 11施設（施行令別表第 6） 

  基準：施設ごとの排出口における排出基準（平成 9.2.6 勧告 5） 

 

⑥ 特定粉じん排出等作業に係る規制 

  対象：特定粉じん排出等作業を伴う建設工事 

  届出：作業開始日の 14日前に知事への届出（法第 18条の 15） 

  基準：作業基準（施行規則別表第 7） 

 

⑦ 自動車排出ガスに係る規制 

県知事は、自動車排出ガスによる大気の著しい汚染の恐れがある道路周辺について排出ガス濃度の測定

を行い（法第 20 条）、測定により、大気の汚染が総理府令で定める限度を超える場合は、県公安委員会

に対し、道路交通法の規定による措置をとるよう要請する（法第 21条） 

 

⑧ 揮発性有機化合物排出施設に係る規制 

対象：VOC 排出施設の 9施設（施行令別表第 1の 2） 

届出：設置（使用、変更）、氏名変更、廃止、承継 

基準：施設ごとの排出口における濃度基準 

 

⑨ 水銀排出施設に係る規制 

  対象：水銀排出施設 9施設（施行令別表第 3の 3） 

届出：設置（使用、変更）、氏名変更、使用廃止、承継 

  基準：施設ごとの排出口における環境基準 
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⑩ 要排出抑制施設に係る規制 

対象：水銀等を大気中に排出する施設（水銀排出施設を除く）のうち、水銀等の排出量が相当程度多い

施設であって、その排出を抑制することが適当であるものとして政令で定めるもの（法第 18条の

32） 

義務：自ら遵守すべき基準を作成し、水銀濃度の測定と記録、大気中への水銀の排出を抑制するための

措置 

 

 

（2）福井県公害防止条例に係る規制基準 

 

① ばい煙に係る特定施設 

表 2-2 ばい煙に係る特定施設の種類 

 

※1 および 3 から 15 に掲げる施設については、大気汚染防止法の対象施設は除く。 
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表 2-3 ばい煙に係る特定施設の規制基準 

 

 

② 炭化水素類に係る特定施設 

表 2-4 炭化水素類に係る特定施設の種類 

 
 

表 2-5 炭化水素類に係る特定施設の規制基準 
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大気汚染防止法に定める施設（抜粋）の届出状況 

 

① ばい煙発生施設 

表 2-6 ばい煙発生施設届出状況                       令和 4 年 3 月 31 日現在 

№ 施設の種類 施設の規模 工場数 施設数 

1 ボイラー 
伝熱面積が 10 ㎡以上であるか､又はバーナーの燃料の燃
焼能力が重油換算 50L/時以上 57 132 

5 
金属の精製又は鋳造の用に供する溶
解炉 火格子面積が 1 ㎡以上であるか､羽口面断面積が 0.5 ㎡以

上であるか､バーナーの燃料の燃焼能力が重油換算50L/時
以上であるか､又は変圧器の定格容量が 200kVA 以上 

1 1 

6 
金属の鍛造若しくは圧延又は金属若
しくは金属製品の熱処理の用に供す
る加熱炉 

1 2 

9 
窯業製品の製造の用に供する焼成炉
及び溶融炉 

火格子面積が 1 ㎡以上であるか､又はバーナーの燃料の燃
焼能力が重油換算50L/時以上であるか､又は変圧器の定格
容量が 200kVA 以上 

8 8 

10 
無機化学工業品又は食料品の製造の
用に供する反応炉及び直火炉 1 1 

11 乾燥炉 4 10 

13 廃棄物焼却炉 
火格子面積が2㎡以上であるか､又は焼却能力が200kg/時
以上 3 3 

29 ガスタービン 燃料の燃焼能力が重油換算 50L/時以上 2 2 

30 ディーゼル機関  18 27 

資料：福井県丹南健康福祉センター 

② 一般粉じん発生施設   

表 2-7 一般粉じん発生施設届出状況                      令和 4年 3 月 31 日現在 

№ 施 設 の 種 類 施 設 の 規 模 工場数 施設数 

2 鉱物又は土石の堆積場 面積が 1,000 ㎡以上 4 4 

3 
ベルトコンベア及びバケットコン

ベア 

ベルトの幅が 75 cm 以上であるか、又はバケットの内容積

が 0.03 m3 以上 
3 17 

4 破砕機及び摩砕機 原動機の定格出力が 75 kW 以上 3 14 

5 ふるい 原動機の定格出力が 15 kW 以上 1 2 

資料：福井県丹南健康福祉センター 

③ 揮発性有機化合物排出施設 

表 2-8 揮発性有機化合物排出施設届出状況                     令和 4年 3月 31 日現在 

№ 施設の種類 施設の規模 工場数 施設数 

1 

揮発性有機化合物を溶剤として使用

する化学製品の製造の用に供する乾

燥施設 

送風機の送風能力 3,000m3/h 以上(送風機が設置されな

い施設は排風機の排風能力) 
1 9 

3 塗装の用に供する乾燥施設 送風機の送風能力 10,000m3/h 以上 1 1 

資料：福井県丹南健康福祉センター 

④ 水銀排出施設 

表 2-9 水銀排出施設届出状況                            令和 4 年 3 月 31 日現在 

№ 施設の種類 施設の規模 工場数 施設数 

8 廃棄物の焼却設備 
火格子面積が2 m２以上であるか、又は焼却能力が200kg/

時以上のもの 
3 3 

資料：福井県丹南健康福祉センター 
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⑤ ばい煙に係る特定施設（福井県公害防止条例） 

表 2-10 ばい煙に係る特定施設届出状況                   令和 4年 3月 31 日現在 

№ 施設の種類 施設の規模 工場数 施設数 

2 廃棄物焼却炉 火格子面積が 2 ㎡以上、又は焼却能力が 200kg/以上 3 3 

16 塩酸またはふっ酸による反応施設および表面処理施設 9 40 

17 無機化学工業品または食料品の製造の用に供する反応炉および直火炉 1 1 

資料：福井県丹南健康福祉センター 

  

⑥ 炭化水素類に係る特定施設（福井県公害防止条例） 

表 2-11 炭化水素類に係る特定施設設置状況                                      令和 4 年 3 月 31 日現在 

№ 施設の種類 工場数 施設数 

1 貯蔵施設 1 12 

3 燃料小売業の用に供する地下タンク 3 7 

資料：福井県丹南健康福祉センター 
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大気環境調査結果 

 

① 二酸化硫黄 

表 2-12-1 経年変化 

 
 

表 2-12-2 月別変化（令和 3 年度） 
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図 2-12-3 二酸化硫黄濃度の月別変化（令和 3年度） 

 

 

② 一酸化窒素、二酸化窒素及び窒素酸化物 

表 2-13-1 経年変化 
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表 2-13-2 月別変化（令和 3 年度） 

 

 

図 2-13-3 月別変化（武生局）（令和 3年度）    図 2-13-4 月別変化（今立局）（令和 3 年度） 
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③ 浮遊粒子状物質 

表 2-14-1 経年変化 

 

表 2-14-2 月別変化（令和 3 年度） 
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図 2-14-3 月別変化（令和 3 年度） 

 

 

④ 光化学オキシダント 

表 2-15-1 経年変化 
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表 2-15-2 月別変化（令和 3 年度） 

 

 

表 2-15-3 時間別変化（令和 3年度） 

 

 

図 2-15-4 月別変化（令和 3 年度）            図 2-15-5 時間別変化（令和 3 年度） 

  
 

 

  


